
 
 

 

「指定居宅介護支援」重要事項説明書    
 

 

この重要事項説明書は、当事業所が利用者に対して指定居宅介護支援を提供させてい

ただくに際し、契約を締結する前に、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約

上ご注意いただきたいことを、説明するものです。 
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＜令和６年４月１日現在＞ 

 

１ 事業者の概要 

名   称 社会福祉法人 八甲田会 

所 在 地 青森県十和田市大字相坂字高清水７８番地２３２ 

代表者氏名 理事長 小笠原 豊重 

電 話 番 号 ０１７６－２３－５５００ 

ＦＡＸ番号 ０１７６－２３－５５８１ 

設立年月日 平成１５年７月１７日 

 

２ 居宅介護支援事業所の概要  

⑴ 事業所の名称及び所在地等 

事業所番号 青森県指定第 ０２７０６００４１４号 

名   称 居宅介護支援事業所八甲荘 

所 在 地 青森県十和田市西二番町４番３号 十誠ビル 

電 話 番 号 ０１７６－５８－５５３５ 

ＦＡＸ番号 ０１７６－５８－７３１０ 

管 理 者 長嶋 憲子 

開設年月日 平成１６年４月５日 

 

⑵ 通常の事業実施地域 

十和田市・三沢市・六戸町・東北町・七戸町・五戸町 

 

⑶ 営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日及び１２月 

２９日から翌年１月３日までを除きます。 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

２４時間連絡体制 
当事業所の介護支援専門員が輪番制で、携帯電話により 

２４時間常時連絡が可能な体制をとっています。 

 

⑷ 職員の職種、員数及び職務内容 

職 種 員 数 職 務 内 容 

管 理 者 
１名 

(介護支援専門員兼務) 

職員の管理及び業務の管理を一元

的に行うとともに、自らも指定居

宅介護支援の提供に当たります。 

介護支援専門員 ４名以上 
指定居宅介護支援の提供に当たり

ます。 
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３ 事業の目的及び運営方針 

⑴ 目的 

介護保険法に基づき、要介護状態にある利用者やその家族の意向を基に、事業所

及び施設等との連絡調整を密にして適正な指定居宅介護支援を提供することを目的

とします。 

 

⑵ 運営方針 

① 高齢者が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配

慮します。 

② 利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮します。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当

に偏することのないよう、公正中立に行います。 

④ 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支

援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。 

⑤ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

事業所の職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

 

４ 指定居宅介護支援の提供 

 ⑴ 指定居宅介護支援の提供方法 

  ① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者やその家族は、介護支援専門員

が居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業者等について、当該地域

の複数の事業者を紹介するよう、また、当該事業者を居宅サービス計画に位置付

けた理由を介護支援専門員に求めることができます。 

② 前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の利用状況は別紙のとお

りです。 

③ 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、医療機関と早期か

ら連携を図り、退院後の円滑な在宅生活へ移行できるよう担当の介護支援専門員

の氏名及び連絡先等を伝えていただきます。 

④ 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等

には、障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を図ります。 

⑤ 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体保護をするため緊急やむを得ない

場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。身体的

拘束等を行う場合には、その態様、時間及び理由等を記録します。 

⑥ 利用者及びその家族との通常の相談場所は、事業所の相談室又は利用者が希望

する場所とします。 
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⑵ 居宅サービス計画の作成 

① 事業所の管理者は、担当の介護支援専門員を決定し、居宅サービス計画の作成

に関する業務を担当させます。 

② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じて、

継続的かつ計画的に居宅サービス等の利用が行われるようにします。 

③ 介護支援専門員は、必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常

生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるように居宅サービス計画を作

成します。 

④ 介護支援専門員は、必要に応じて、利用者の同意を得た上で、利用者が医師の

診察を受ける際に同席して、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な

情報提供を行い、医師から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サ

ービス計画を作成します。 

⑤ 介護支援専門員は、利用する居宅サービス等の選択に当たっては、当該地域に

おける指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族に提供し、サービスの選択を求めます。 

⑥ 介護支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接し

て、利用者の置かれている環境等の評価を通じて利用者の抱えている問題点を明

らかにし、支援する上で解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」といいま

す。）を行います。アセスメントは、全国社会福祉協議会方式を用いて行いま

す。 

⑦ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に

基づき、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて

検討し、居宅サービス計画の原案を作成します。 

⑧ 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催等により、利用者の居宅サービ

ス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、担当者か

ら、専門的な見地からの情報を求めます。会議は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができます。ただし、利用者又はその家族が参加する場合は、テレビ電

話装置等の活用について利用者又はその家族から同意を得ます。 

⑨ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等

について、介護保険給付の対象になるかを区分した上で、利用者又はその家族に

対して説明し、文書による同意を得ます。また、居宅サービス計画を作成した際

には、利用者及び担当者に当該居宅サービス計画を交付します。 

 

⑶ 居宅サービス計画作成後の便宜の提供 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、少なくとも１月に１

回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接しながら居宅サービス計画の実施状況

の把握（以下「モニタリング」といいます。）を行います。ただし、利用者の同

意を得、サービス担当者会議等で主治の医師、担当者その他関係者の合意を得て

いる場合は、少なくとも２月に１回利用者宅を訪問し面接したときは、訪問しな
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い月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接できるものとしま

す。モニタリング後必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者

等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② 介護支援専門員は、訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問

題や服薬状況、モニタリングの際に介護支援専門員が把握した利用者の状態等に

ついて、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に必要な情

報を伝達します。 

③ 介護支援専門員は、利用者の要介護更新認定及び要介護状態区分の変更認定を

受けた場合には、サービス担当者会議の開催等により、居宅サービス計画の変更

の必要性について担当者から専門的見地から意見を求めます。 

④ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サ

ービスの利用を希望する場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の

医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」といいます。）の意見を求め、この意

見を求めた主治の医師等に居宅サービス計画を交付します。 

⑤ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療系サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に行います。医療サービス以外の居宅サービス等を位置付

ける場合にあっては、主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されている

ときは、当該留意事項を尊重して行います。 

 ⑥ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問

介護（生活中心型）を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、その必要

性を位置付けた当該居宅サービス計画を市町村へ提出します。 

 

⑷ 要介護認定の更新申請等に係る支援 

  事業所は、利用者が要介護認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請

を円滑に行えるよう必要な援助を行います。 

 

⑸ 施設への紹介 

事業所は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認め

られる場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、介

護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

 

⑹ 居宅サービス計画の変更 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業所が居宅サービス計画

の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意をもって居宅サービス

計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施します。 

 

５ 給付管理 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、青

森県国民健康保険団体連合会に提出します。 
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６ 利用料等の受領 

⑴ 利用料 

   指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、事業者が法律の規定に基づいて、

市町村から利用料に相当する介護給付費を受領する場合（以下「法定代理受領」と

いいます。）は、利用者の自己負担はありません。ただし、利用者の介護保険料の

滞納等により事業者が法定代理受領をできなくなった場合には、利用者から１ヶ月

につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、事業者から指定居宅介護支援提供

証明書を発行いたします。この指定居宅介護支援提供証明書を後日市町村の窓口に

提出しますと、全額払い戻しを受けられる場合があります。 

（指定居宅介護支援利用料) 

① 介護支援専門員１人当たりの取扱件数４５件未満の場合 

要介護１・２ １０,８６０円  要介護３・４・５ １４,１１０円   

② 介護支援専門員取扱件数４０件以上６０件未満の場合 

要介護１・２  ５,４４０円  要介護３・４・５  ７,０４０円 

③ 介護支援専門員取扱件数６０件以上の場合 

要介護１・２  ３,２６０円  要介護３・４・５  ４,２２０円 

④ 加算を算定した場合 

初回加算         １ヶ月につき ３,０００円 

特定事業所加算（Ⅰ）   １ヶ月につき ５,１９０円 

特定事業所加算（Ⅱ）   １ヶ月につき ４,２１０円 

特定事業所加算（Ⅲ）   １ヶ月につき ３,２３０円 

特定事業所加算（Ａ）   １ヶ月につき １,１４０円 

特定事業所医療介護連携加算１ヶ月につき １,２５０円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） １ヶ月につき ２,５００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） １ヶ月につき ２,０００円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ  入院又は入所期間中１回を限度に ４,５００円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ  入院又は入所期間中１回を限度に ６,０００円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ  入院又は入所期間中１回を限度に ６,０００円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ  入院又は入所期間中１回を限度に ７,５００円 

退院・退所加算（Ⅲ）   入院又は入所期間中１回を限度に ９,０００円 

通院時情報連携加算       １ヶ月につき ５００円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 １ヶ月に２回を限度に ２,０００円 

ターミナルケアマネジメント加算 死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上

在宅の訪問等を行った場合 ４,０００円 

  ※ 利用者の退院時等にケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われた

ものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合において、サービ

スが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められた場合には、指定居

宅介護支援利用料の①から③までの定める額を算定できるものとします。 
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⑵ 利用料の変更 

   指定居宅介護支援利用料について、介護保険給付体系の変更等があった場合に

は、その金額を変更できるものとします。 

 

⑶ 交通費 

   通常の事業実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の居宅において

介護支援専門員が行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を負担してい

ただくことがあります。 

   なお、自動車を使用した場合は、次の交通費をいただくことがあります。 

  ア 事業実施地域の境界から片道２０ｋｍまで ５００円 

  イ 事業実施地域の境界から片道２０ｋｍ以上 １ｋｍ増す毎に５００円に２０円

を加算した額 

 

⑷ 契約解約料 

   契約解除に当たり、契約解除料、解約手数料は発生しません。 

 

７ 就業環境の確保 

適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動で合って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介

護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための指針の明確化等の必要な対

策を講じます。 

 

８ 業務継続計画の策定等 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な対策を講じ

ます。 

② 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

９ 感染症の予防及びまん延の防止 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる対策を講じま

す。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図り

ます。 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 
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③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

10 事故発生時の対応 

① 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に

は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡するとともに、必要な措置を講じま

す。 

② 事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たって、事業者の責任により利用者に生

じた損害については、速やかにその損害を賠償します。ただし、当該事故の発生に

つき、利用者に重大な過失がある場合は、損害賠償の額が減じられることがありま

す。 

 

11 苦情申出窓口の設置 

事業所では利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整え、事業所における苦情

解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を次のとおり設置し、苦情解決に努めて

います。 

⑴ 苦情解決の組織体制 

 ① 苦情解決責任者   小笠原 拓 司（常務理事） 

② 苦情受付担当者   長 嶋 憲 子（管理者） 

③ 第三者委員 

・ 佐久間 由 夫（監 事） 

・ 木 野 悦 子（評議員） 

 

⑵ 苦情解決の方法 

① 苦情の受付 

ア 苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

イ 苦情受付担当者が不在の場合又は受付時間外の場合は、他の職員が受け付け

ます。 

② 受付時間及び電話番号等 

ア 受付時間 月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

     （ただし、国民の祝日及び１２月２９日から翌年１月３日までを除く。） 

イ 電話番号  ０１７６－５８－５５３５ 

ウ FAX 番号  ０１７６－５８－７３１０ 

 

⑶ 苦情受付の報告・確認 

 ① 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人

が第三者委員への報告を希望しない場合を除く。）に報告します。 

② 第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知しま
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す。 

 

⑷ 苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その

際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。 

① 第三者委員による苦情内容の確認 

② 第三者委員による解決案の調整、助言 

③ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

⑸ 行政機関その他苦情等受付機関 

  利用者等は、事業所のほかに次の行政機関その他苦情受付機関に苦情を申し立て

ることができます。 

十和田市健康福祉

部高齢介護課 

所 在 地 青森県十和田市西十二番町６番１号 

電話番号 ０１７６－５１－６７２１ 

FAX番号 ０１７６－２２－７６９９ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日（ただし、国民の祝日及び 

１２月２９日から翌年１月３日までを除く。） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

青森県国民健康保

険団体連合会 

所 在 地 青森市新町２丁目４番１号 青森県共同ビル３階 

電話番号 ０１７－７２３－１３０１ 

FAX番号 ０１７－７３５－４０２０ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日（ただし、国民の祝日及び 

１２月２９日から翌年１月３日までを除く。） 

午前９時～午後４時 

青森県運営適正化

委員会（青森県社

会福祉協議会） 

所 在 地 青森市中央３丁目２０番３０号 県民福祉プラザ内 

電話番号 ０１７－７３１－３０３９ 

FAX番号 ０１７－７３１－３０９８ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日（ただし、国民の祝日及び 

１２月２９日から翌年１月３日までを除く。） 

     午前８時３０分～午後５時 

 

12 個人情報の保護・秘密の保持 

① 利用者及びその家族の個人情報について、社会福祉法人八甲田会が定める「個人

情報保護規程」に基づいて適切に管理します。 

 ② 職員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密、

個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当

な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らしません。 

③ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利
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用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ

文書により得るものとします。 

13 虐待の防止 

 

事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため、事業所における虐待防止

担当者を定め、次に掲げる対策を講じます。 

⑴ 虐待防止担当者 長嶋 憲子（管理者） 

 

⑵ 虐待防止の取組 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

 

14 記録の整備・保管・開示 

① 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存します。 

② 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備します。 

③ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示しま

す。ただし、開示に際して必要な複写物などの諸費用は、利用者の負担となりま

す。 

④ 利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要支援認定を受け

た場合その他利用者から申し出があった場合には、利用者の居宅サービス計画等の

作成が円滑に引き継げるよう、直近の居宅サービス計画等の情報の提供及び実施状

況に関する書類を作成し、利用者に交付します。 

 

15 介護支援専門員の交代 

⑴ 事業者の都合による交代 

事業者の都合により、担当の介護支援専門員が交代する場合は、予め利用者に説

明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮します。 

 

⑵ 利用者からの交代の申出 

利用者から特定の介護支援専門員を指名することはできませんが、選任された介

護支援専門員の交代を希望する場合には、交代を希望する理由を明らかにして、事

業者に対して介護支援専門員の交代を申し出ることができます。 

 

16 契約の終了 

⑴ 契約の終了事由   

契約は、次の事由が生じた場合に終了するものとします。 
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① 利用者が死亡した場合 

② 利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

③ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

 

④ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

  ⑤ 事業所が指定を取り消された場合 

  ⑥ 契約期間が満了した場合 

  ⑦ 利用者から解約又は契約解除の申出があった場合 

  ⑧ 事業者から解除を申し出た場合 

 

⑵ 利用者からの中途解約 

利用者は、契約の有効期間中、契約を解約することができます。この場合におい

て、利用者は契約終了を希望する日の 20日前までに事業者に通知するものとします。 

ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には、即時に解約するこ

とができます。 

 

⑶ 利用者からの契約解除 

利用者は、事業所又は介護支援専門員が次の事項に該当する行為を行った場合に

は、契約を解除することができます。 

① 事業所又は介護支援専門員が正当な理由なく契約に定める指定居宅介護支援を

実施しない場合 

② 事業所又は介護支援専門員が守秘義務に違反した場合 

③ 事業所又は介護支援専門員が故意又は過失により利用者若しくはその家族等の

生命、身体、財物、信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な

事情が認められる場合 

 

⑷ 事業者からの契約解除 

事業者は、利用者が次の事項に該当する場合には、契約を解除することができま

す。 

① 利用者が故意又は重大な過失により事業者又は介護支援専門員の生命、身体、財

物、信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せ、その状況の改善が見込めない場合 

② 居宅介護支援の提供に際し、利用者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項に

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合 

③ 利用者が通常の事業実施地域外に転居した場合 

 

17 その他運営に関する重要事項  

事業所は、適切な居宅介護支援が提供できるよう介護支援専門員の業務体制を整備
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するとともに、介護支援専門員の資質向上を図るために研修の機会を確保します。  
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  令和     年     月     日      

 

 

指定居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項の

説明を行いました。 

 

事業所 名 称  居宅介護支援事業所八甲荘 

 所在地   青森県十和田市西二番町４番３号 十誠ビル 

 

説明者氏名                     印    

 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供開始

に同意しました。また、必要に応じて医療機関等へ個人情報を提供することについても

同意しました。 

 

        利用者  住 所                

              氏 名                              印 

    

 

代理人 住 所                

氏 名               印 

続 柄 （               ） 
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別紙 

 

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況 

（令和５年９月から令和６年２月） 

  

 

⑴ 前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画における、訪問介護、通

所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合 

・訪問介護      ４５％ 

・通所介護      ５２％ 

・地域密着型通所介護  ７％ 

・福祉用具貸与    ５７％ 

 

 

⑵ 前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画における、訪問介護、通

所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によ

って提供されたものの割合 

訪問介護 

ケアライフ青森  

 

     １９％ 

ホームヘルパーステ

ーション「たかや」 

     １４％ 

ヘルパーステーショ

ンはぁとふる 

     １０％ 

通所介護 

デイサービスセンタ

ー八甲荘 

３５％ 

デイサービスセンタ

ーなかよし荘 

１３％ 

デイサービスセンタ

ーよつ葉 

８％ 

地域密着型 

通所介護 

デイサービスセンタ

ーくらしっこ 

３０％ 

トコスデイサービス

東5番町 

３０％ 

茶話本舗デイサービ

ス十和田 

     １９％ 

福祉用具貸与 

パナソニックエイジ

フリーショップ青森  

３１％ 

株式会社 相坂屋   

 

２３％ 

シルバーレンタルサ

ービスとわだ 

１０％ 

 

 

 


